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2024 年 5 月 29 日 

『かんたんクラウド給与』をご利用のお客様へ 

定額減税に関する明細書記載義務化についてのご案内 

 

日頃より『かんたんクラウド給与』をご利用いただき誠にありがとうございます。 

2024年（令和6年）6月より実施される所得税の定額減税について、『かんたんクラウド給与』における明細書への

定額減税額明記に関するご案内をいたします。 

 

1. 給与・賞与明細書への定額減税額明記について 

2024 年（令和 6 年）6 月から開始される定額減税について、5 月 21 日の林官房長官の記者会見において、

給与・賞与明細書に減税額を明記するように求める方針を決定した旨の説明がありました。 

（実際の改正は、6 月 1 日施行の関係省令で行われます。） 

これは、令和6年 2月5 日付けで国税庁のサイトに掲載された「令和 6年分所得税の定額減税 Q＆A」にて、

以下のように公表されている内容です。 

【国税庁 令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ （概要・源泉所得税関係）】 

 <0024001-021.pdf (nta.go.jp)> 

 10－８ 給与支払明細書への記載事項 

問 月次減税額の控除を行う際に交付する給与支払明細書には、どのような事項を記載しますか。 

回答 
給与支払明細書には、実際に控除した月次減税額の金額を「定額減税額（所得税）××× 

円」、「定額減税×××円」などと、適宜の箇所に記載していただくことになります。 

 

『かんたんクラウド給与』は、5 月 19 日に「令和 6 年分月次減税対応（減税計算対応）」のリリースを行い、

明細書への定額減税額等の出力にも対応済みです。 

次のとおり、改めて明細書の対応内容をご案内いたします。 

【給与明細書：A4・3 連 3 人／1 頁】 

 
※定額減税額等の記載は、明細書の種類によって出力場所は異なります。 

※「月次減税額」の控除を行った社員の明細書に自動出力されます。また、社員の「月次減税額」の上限に達

するまで出力されます。 

※『Edge Tracker 給与明細参照』は『かんたんクラウド給与』から減税金額が、明細書文言として連動される

ため自動出力されます。 

以上 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

